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署
名
ま
た
は
記
名
・
押
印
が
必

　
要
で
す
。

　
　
請
願
書
を
提
出
す
る
前
に
全

　
て
の
会
派
等
に
対
し
、
そ
の
旨

　
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。

四
、
請
願
の
参
考
と
し
て
、
必
要

　
に
よ
り
意
見
書
の
案
文
や
図
面

　
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
氏
名
が
記
名
（
ゴ
ム

　
印
や
ワ
ー
プ
ロ
等
）
の
場
合
は
、

　
押
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

　
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
請
願
書
は
一
人
以
上
の
紹
介

　
議
員
（
川
越
市
議
会
議
員
）
の

　
市
政
等
に
つ
い
て
意
見
や
要
望

の
あ
る
方
は
、
請
願
書
を
市
議
会

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
議
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
書

は
、
定
例
会
（
三
月
、
六
月
、
九

月
、
十
二
月
の
年
四
回
）
会
期
中

に
開
催
さ
れ
る
所
管
の
常
任
委
員

会
で
審
査
さ
れ
、
そ
の
後
本
会
議

で
採
択
か
不
採
択
か
の
結
論
を
出

し
ま
す
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

請
願
者
（
代
表
者
）
に
通
知
し
ま

す
。
ま
た
、
採
択
さ
れ
た
請
願
書

に
つ
い
て
は
、
市
長
な
ど
関
係
機

関
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
議
会
の
審
議
に
際
し
て
、
請
願

者
（
代
表
者
）
の
住
所
、
氏
名
、

団
体
名
等
が
記
載
さ
れ
た
請
願
文

書
表
を
作
成
し
、
議
員
等
に
配
布

す
る
ほ
か
、
一
般
に
も
公
開
さ
れ
、

会
議
録
に
も
掲
載
さ
れ
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　
　
　
提
出
に
つ
い
て

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一
、
件
名
及
び
請
願
の
趣
旨
を
書

　
い
て
く
だ
さ
い
。

　
　
内
容
が
福
祉
、
教
育
、
土
木

　
な
ど
多
種
類
に
わ
た
る
場
合
は
、

　
審
査
の
都
合
上
、
別
々
の
請
願

　
書
と
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
提
出
年
月
日
、
請
願
者
の
住

　
所
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
所
在

　
地
及
び
名
称
）
を
記
載
し
、
請

　
願
者
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）

　
が
署
名
ま
た
は
記
名
し
て
く
だ

　
さ
い
。

　
　
ま
た
、
請
願
者
が
多
数
の
場

　
合
は
、
請
願
代
表
者
を
定
め
、

　
ほ
か
○
名
と
し
、
署
名
簿
を
つ

　
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
請
願
書
は
い
つ
で
も
受
け
付

　
け
て
い
ま
す
が
、
本
市
議
会
で

　
は
定
例
会
開
会
後
、
議
案
質
疑

　
の
最
終
日
（
お
お
む
ね
四
日
前

　
後
）
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の

　
を
そ
の
定
例
会
で
審
議
し
ま
す
。

　
そ
れ
以
降
提
出
さ
れ
た
も
の
に

　
つ
い
て
は
、
次
の
定
例
会
で
審

　
議
し
ま
す
。

　
　
な
お
、
提
出
さ
れ
る
用
紙
の

　
サ
イ
ズ
は
、
事
務
処
理
上
な
る

　
べ
く
Ａ
４
判
で
お
願
い
い
た
し

　
ま
す
。

件
名
（
内
容
を
端
的
に
表
す
も
の
）

趣
旨
（
請
願
の
内
容
及
び
理
由
）

　
平
成
　
年
　
月
　
日
（
提
出
年
月
日
）

　
　
請
願
者
（
代
表
者
）
住
所
　
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
名

　
川
越
市
議
会
議
長
　
○
○
○
○
　
様

内　　容 表　　紙（表）

署　名　簿 表　　紙（裏）

《
請
願
文
書
書
式
例
》

《
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書
き
右
綴
じ
A
4
判
》
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願
　
書
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介
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○
○
○

　
　
　
　
　
　
○
○
○
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住
所
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

請願を提出される方へ
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し
な
い
こ
と
。

　
燭
帽
子
、
外
と
う
、
え
り
巻
の

　
　
類
を
着
用
し
な
い
こ
と
。

　
織
飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ

　
　
と
。

　
職
み
だ
り
に
席
を
離
れ
な
い
こ

　
　
と
。

　
色
不
体
裁
な
行
為
又
は
他
人
の

　
　
迷
惑
と
な
る
行
為
を
し
な
い

　
　
こ
と
。

　
触
そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、

　
　
又
は
議
事
の
妨
害
と
な
る
よ

　
　
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　
食
議
長
の
許
可
を
得
た
者
以
外

　
　
は
、
写
真
、
ビ
デ
オ
等
を
撮

　
　
影
し
、
又
は
録
音
等
を
し
な

　
　
い
こ
と
。

　
蝕
携
帯
電
話
の
電
源
を
切
る
こ

　
　
と
。

三
　
秘
密
会
の
議
決
が
あ
っ
た
と

　
き
、
又
は
議
長
が
命
じ
た
と
き

　
は
、
速
や
か
に
退
場
し
て
く
だ

　
さ
い
。

四
　
傍
聴
人
は
、
す
べ
て
係
員
の

　
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

五
　
傍
聴
券
は
退
場
す
る
と
き
返

　
還
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
委
員
会
の
傍
聴
は
許
可

制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
市

役
所
六
階
議
会
事
務
局
で
住
所
・

氏
名
を
傍
聴
人
受
付
簿
に
ご
記
入

い
た
だ
い
た
後
、
職
員
の
指
示
に

従
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
本
会
議
、
委
員
会
の
開
催
日
程

は
川
越
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
議
会
に
は
、
年
に
四
回
開
か

れ
る
定
例
会
と
、
必
要
に
応
じ
て

開
か
れ
る
臨
時
会
と
が
あ
り
ま
す
。

　
本
会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
七
階
の
傍
聴
受
付
で
、
住

所
・
氏
名
を
傍
聴
申
込
書
に
ご
記

入
い
た
だ
く
だ
け
で
傍
聴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
（
小
さ
な
お
子

様
連
れ
で
も
可
）

　
市
政
を
直
接
知
っ
て
い
た
だ
く

よ
い
機
会
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
傍
聴

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
車
椅
子
の

方
の
お
席
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま

す
。
な
お
、
音
声
が
聞
き
取
り
に

く
い
方
に
は
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
も
ご

ざ
い
ま
す
。

　
傍
聴
に
い
ら
し
た
方
の
控
室
と

し
て
、
市
役
所
七
階
第
一
委
員
会

室
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
傍
聴
さ
れ
る
際
は
、
次
の
こ
と

を
守
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

〔
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
〕

一
　
傍
聴
人
は
、
議
場
に
入
る
こ

　
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

二
　
傍
聴
席
で
は
、
次
の
事
項
を

　
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
拭
議
場
で
の
言
論
に
対
し
て
は
、

　
　
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ

　
　
て
公
然
と
可
否
を
表
明
し
な

　
　
い
こ
と
。

　
植
大
声
で
話
を
す
る
な
ど
、
騒

　
　
ぎ
立
て
な
い
こ
と
。

　
殖
は
ち
巻
、
腕
章
の
類
を
着
用

　
　
し
、
又
は
張
り
紙
、
旗
の
類

　
　
を
掲
げ
る
等
示
威
的
行
為
を

公職選挙法により議員の寄附行為は禁止されておりますので、市民の

皆様方のご理解、御協力の程をよろしくお願い致します。

議
員
の
寄
附
禁
止
を
啓
発
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

（
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
・
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
　
作
成
）

市議会を傍聴してみませんか

市議会からのお願い
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ッ
ド
ホ
ン
も
ご

ざ
い
ま
す
。

　
傍
聴
に
い
ら
し
た
方
の
控
室
と

し
て
、
市
役
所
七
階
第
一
委
員
会

室
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
傍
聴
さ
れ
る
際
は
、
次
の
こ
と

を
守
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

〔
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
〕

一
　
傍
聴
人
は
、
議
場
に
入
る
こ

　
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

二
　
傍
聴
席
で
は
、
次
の
事
項
を

　
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
拭
議
場
で
の
言
論
に
対
し
て
は
、

　
　
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ

　
　
て
公
然
と
可
否
を
表
明
し
な

　
　
い
こ
と
。

　
植
大
声
で
話
を
す
る
な
ど
、
騒

　
　
ぎ
立
て
な
い
こ
と
。

　
殖
は
ち
巻
、
腕
章
の
類
を
着
用

　
　
し
、
又
は
張
り
紙
、
旗
の
類

　
　
を
掲
げ
る
等
示
威
的
行
為
を

公職選挙法により議員の寄附行為は禁止されておりますので、市民の

皆様方のご理解、御協力の程をよろしくお願い致します。

議
員
の
寄
附
禁
止
を
啓
発
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

（
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
・
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
　
作
成
）

市議会を傍聴してみませんか

市議会からのお願い


